
　
川
越
地
区
保
護
司

会
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
頃
か
ら
更

生
保
護
活
動
を
通
じ
て
犯
罪
の
な
い
社
会
づ
く

り
に
ご
尽
力
を
賜
わ
り
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

　
さ
て
、
川
越
市
に
お
け
る
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
に
つ
き
ま
し
て
は
、
保
護
司
会
等
の
団
体
で

構
成
さ
れ
る
、
川
越
市
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

推
進
委
員
会
が
中
心
と
な
っ
て
、
百
万
灯
ま
つ
り

会
場
や
川
越
駅
周
辺
に
お
け
る
啓
発
活
動
を
実

施
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
直
近
２
年
間
は
、
新
型

川
越
地
区
保
護
司
会

の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
日
頃
か
ら
更
生

保
護
活
動
を
通
じ
、
犯
罪
の
な
い
明
る
い
社
会
づ

く
り
に
ご
尽
力
を
賜
り
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　
近
年
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

の
影
響
に
よ
り
、
社
会
活
動
が
大
き
く
停
滞
し
、

皆
様
の
活
動
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し

た
。
本
市
に
お
い
て
も
、「
社
会
を
明
る
く
す
る

運
動
」と
し
て
、
駅
頭
活
動
や
中
学
校
で
の
非
行

防
止
教
室
な
ど
を
、
例
年
７
月
に
実
施
し
て
ま
い

り
ま
し
た
が
、
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
中
止
と
な

川
越
市
に
お
け
る
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

川
越
市
長
　
　
川
合
　
善
明

わ
が
市
の
社
明
運
動
に
つ
い
て

富
士
見
市
長
　
　
星
野
　
光
弘

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
対
面

に
よ
る
啓
発
活
動
か
ら
、
市
民
セ
ン
タ
ー
等
の
窓

口
で
の
啓
発
物
の
配
布
に
形
態
を
変
更
し
て
実

施
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
川
越
市
で
は
令
和
３
年
３
月
に
地
域
福

祉
計
画
に
包
含
す
る
形
で
、
再
犯
防
止
推
進
計
画

を
策
定
い
た
し
ま
し
た
。
保
護
司
会
を
始
め
と
す

る
関
係
団
体
の
活
動
支
援
や
、
関
係
機
関
と
の
連

携
を
図
る
こ
と
で
、
再
び
罪
を
犯
さ
な
い
環
境
の

整
備
を
促
進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
保
護
司
の

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
よ
り
一
層
の
お
力
添

り
ま
し
た
。
困
難
な
状
況
下
に
お
い
て
も
、
保
護

司
の
皆
様
に
は
、
で
き
る
限
り
の
活
動
を
行
っ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
、
重
ね
て
御
礼
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　
さ
て
、
本
市
は
、
令
和
４
年
４
月
に
市
制
施
行

50
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
50
周
年
を
礎
に
、
更
な

る
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
た
め

に
は
、
皆
様
と
の
連
携
を
深
め
、
犯
罪
や
非
行
の

な
い
明
る
い
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
必

要
が
ご
ざ
い
ま
す
。
今
後
に
お
き
ま
し
て
も
、
な

お
一
層
の
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

え
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　
結
び
に
、
川
越
地
区
保
護
司
会
の
皆
様
方
の

益
々
の
ご
健
勝
と
ご
多
幸
を
お
祈
り
い
た
し
ま

し
て
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
結
び
に
あ
た
り
、
川
越
地
区
保
護
司
会
の
皆
様

方
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
心
か
ら
ご
祈

念
申
し
上
げ
ま
し
て
、
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
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＊保護観察とは、罪を犯した人を一般社会で生活させながら、保護司が

※令和4年4月1日現在の埼玉県統計課推計人口です。一部四捨五入しています。

1 か月に 2 回以上接触をし、生活上

の助言や就労の援助などを行い、その立ち直りを助けることです。

＊生活環境調整とは、刑務所や少年院に収容されている人が、釈放後に社会復帰が円滑に果たせるように、

帰住先の調査や家族・引受人、就職先などと話し合い、受け入れ態勢を整えてやることです。

検挙・補導人員は全国で22,552人で、埼玉県1,249人で昨年と異なり6
番目となっています。内訳を見ると男女比率は、男子1,068人（85.5％）
で・女子181人（14.5％）。罪種別では、窃盗犯が１位で635人（50.8％）
となっています。前年度比では知能犯が増加しています。
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年度別・居住地別検挙状況
（刑法犯少年の人口比）

１． さいたま保護観察所内の非行名・罪名新受件数（『さいたまの更生保護』平成23年版・令和3年版より）

２． 埼玉県の少年非行情勢について（『令和３年版少年非行白書』より）

３． 地域別保護観察等の取り扱い状況（令和４年４月）

都道府県別検挙・補導人員（令和２年）

　犯罪件数は減少傾向となっている中で「覚せい剤」と「詐欺」が実増しています。

＊人口比とは14歳から19歳の人口千人当たりの

　検挙人員をいう。 2年の埼玉県は2.8で全国の

　2.6を上回っている。
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環境犯罪学への招待
―環境作りで街を守る―

矯正施設における読書
　犯罪防止を考えるとき、就学、就労といった
犯罪に駆り立てる環境要因への働き掛けや、知
的能力、性格特性といった社会適応上の負因と
なる個人要因への働き掛けを考えがちですが、
ほかに、「犯罪を呼び込みやすい物理的環境」を
改善するというアプローチも非常に重要かつ有
効性が高いものとして挙げることができます。
これには、犯罪に強い建物や街を作っていく視
点からのものと、自分たちの街を自分たちで守
るという住民意識を高める視点からのものがあ
り、環境犯罪学という分野で研究されています。
保護司の活動と対応させれば、犯罪予防活動に
該当するかと思います。

　犯罪は、①犯罪をする気のある人、②適当な
ターゲットとなり得る人ないし物、③それを見
ている人（監視者）がいない、という３つの条件
が、同じ時間に同じ場所にそろっているときに
起きると言えます。①の犯罪をする気のある人
を見分けることや彼らの行動をコントロールす
ることは困難ですが、②と③の条件に関しては
ある程度コントール可能です。②については、
犯罪多発地域には出向かず、行く必要のある場
合には時間帯を選んだり、一人では行かないな
どすることができます。また、財物を狙われな
いためには、 (a)対象物の強化（高性能のカギ、割
れないガラス、忍び返しなど）、(b)接近の抑制（門
扉の設置、チェーンやロープの設置、オートロ
ックなど）、(c)監視性の強化（監視カメラの設置、
死角を作らない商品棚の配置など）、(d)領域性
の確保（私有地という看板とフェンス、段差、夜
回りの実施などによる地域管理の具体的意思表
示）などの対応をすることができます。
　そして、③の監視者の不在という条件ですが、
これは、実はお金をかけて監視者を雇うなどし
なくても解消することができます。ここに環境
犯罪学の真骨頂があります。犯罪をする気のあ
る人に、監視者がいるかもしれないと想像させ
るような環境設計をすればよいのです。つまり、
建物や街並みの設計に一工夫を加えて、ただの
通行人などの一般人を監視者に仕立て上げるの
です。だから費用は掛かりません。分かりやす
い例がコンビニエンスストアの設計です。ほぼ
すべてのコンビニエンスストアは、出入り口が
道に向いていて、出入り口のある面は全面ガラ
ス張りとなっています。そして、夜間も明るさ

を保っています。こうすることで、犯罪をする
気のある人にとっては、道を行き交う人や車が
すべて監視者となり得る人となります。また、
週刊誌や雑誌は道に面したところに並べられ、
それを手にしている人は外から見えますが、こ
れにより彼らは立派なガードマンとしての役割
を果たすことになります。店先にある喫煙所で
タバコを吸う人たちも同様です。
　公園を取り囲む垣根を金網に交換したり、集
合住宅のベランダを敢えて公園など人の集まる
方向に向けたり、奥まった場所には開口部を作
らないなどの工夫も同様の意図からなされてい
るものです。一人暮らしの女性が玄関に男物の
靴を置いておくとか、物干しに男物の衣類を掛
けておくなども簡単にできる防犯のための環境
設計です。

　そして、環境犯罪学は物理的環境設計ばかり
ではなく、住民意識の喚起による環境設計も重
視します。街が住民に守られているという印象
を持たせることの防犯上の効果には非常に大き
いものがあります。先に述べた領域性の確保を
目に見える形にすることで、犯罪をする気のあ
る人に、この街は住民により守られていると意
識させるわけです。街を犯罪から守ることは潜
在的犯罪者・非行少年を顕在化させないことに
もつながります。これは「割れ窓理論」として知
られる理論のエッセンスです。割れ窓理論は、
決して早期発見、早期厳罰を主張するものでは
なく、割れた窓を放置することで、その建物や
街は逸脱行為を事実上許容していると思わせて
しまうことなく、その建物や街が住民によりし
っかり管理されていることを示すために、割れ
窓はすぐに修理すべしという理論です。ゴミに
も、落書きにも、たばこのポイ捨てにも同じこ
とが言えます。
　保護司の活動のうちの犯罪予防活動は、住民
に自分たちの街を自分たちで守るという意識を
喚起させることが重要となります。街の清掃ひ
とつをとっても、防犯上の意味合いを意識でき
るようにすることが求められます。また、犯罪
を誘発しそうな場所の発見、そうした場所への
街灯やガードレールの設置などの対策を住民主
体で推進することなども防犯意識の向上につな
がるはずです。

� （駿河台大学心理学部教授　川邉　讓）

犯罪の生起する条件

守ることのできる空間

犯罪防止のもう一つの視点
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「地域とともにある学校」をめざして

　
「
未
成
年
者
取
消
権
」
と
は
、未
成
年
者
が
契
約
を
す
る
と
き
は
、

法
定
代
理
人（
親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人
）の
同
意
が
必
要
と
な

っ
て
い
ま
す
。
同
意
を
得
ず
し
て
契
約
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て

契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
は
、
18
歳
も
19
歳
も
「
未
成
年
者
取

消
権
」で
保
護
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
は
、

成
人
年
齢
が
満
20
歳
か
ら
満
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

悪
質
業
者
に
狙
わ
れ
る
危
険
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
聞
報
道
に
よ
る
と
与
野
党
６
党
は
、
５
月
13
日
に
国
会
内
で

会
合
を
開
き
、「
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済
法
案
」
の
素
案
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
。
毎
日
新
聞
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、

「
年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
、
Ａ
Ｖ
公
表
後
１
年
間（
法
施
行
後
２
年

間
に
限
り
２
年
間
）は
無
条
件
に
契
約
を
解
除
で
き
る
な
ど
と
す
る

内
容
で
、
契
約
の
不
実
告
知
に
は
３
年
以
下
の
懲
役
刑
も
盛
り
込

ん
だ
。」
と
の
こ
と
で
す
。

　

成
人
年
齢
の
引
き
下
げ
に
よ
り
、
新
成
人
と
な
っ
た
18
歳
、
19

歳
が
悪
質
業
者
に
狙
わ
れ
Ａ
Ｖ
へ
の
出
演
を
強
要
さ
れ
る
な
ど
の

被
害
が
増
え
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
、
被
害
防
止
の
観
点
か
ら
与
野

党
が
協
議
し
て
い
ま
し
た
。
今
国
会
会
期
末
の
６
月
15
日
ま
で
に

成
立
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

新
法
第
４
条　
（
成
年
）年
齢
十
八
歳
を
も
っ
て
、
成
年
と
す
る
。

　

新
法
第
５
条　

�（
未
成
年
者
の
法
律
行
為
）未
成
年
者
が
法
律
行

為
を
す
る
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

２　

�

前
項
の
規
定
に
反
す
る
行
為
は
、
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

「
未
成
年
者
取
消
権
」
を
ご
存
じ
で
す
か
？
　
　

　
　
　
　
　
　
　�

大
谷
英
二

族同然のように叱られる経験も減りました。文明の利
器により子どもたちを取り巻く環境は変わり、ますま
す先行きが不透明になってきていると感じますが、だ
からこそ必要なのは心のつながりであり、未来をつく
る子どもたちを、地域全体で育てていくということだ
と考えます。そのために、学校はいかに地域へ情報を
発信していくか、いかに地域のことを知っていくか、そ
していかに地域とともに教育を推進していくかを考え
る必要があります。本市では、学校運営協議会を効果
的に運用し、委員の参画意識を高めることで、「地域ぐ
るみで子どもを育てる」ことを推進しています。登下校
時に何気なく交わす毎日のあいさつから、小さな変化
に気づくこともあることでしょう。そのような時、気軽
に学校へ情報提供ができる環境があれば、自然と子ど
もたちは地域の人とのつながりや、「地域に守られてい
る」ということを実感するはずです。
　コロナ禍にあっても、心のつながりは大切にしたい
ものです。元気なあいさつが響きわたる地域の中で、
『子どもによって地域が生かされ、地域によって子ども
が育まれていく』。本市では引き続き、「地域とともにあ
る学校」を目指し、子どもたちが明るい未来を築いて
いけるよう、人とのつながりを大切にした教育を推進
していきます。
　　　　　（鶴ヶ島市教育委員会教育長　松井克彦）

　「おはようございます！」子どもたちのあいさつには、
人の心を明るく元気にする力があります。約２年前、小
中学校が３ケ月にわたり休校になった際、そのことを
より深く痛感しました。静まり返った校舎は閑散とし、
とてもさみしく感じました。学校が再開され、校舎に
子どもの声が戻ると、そのパワーの凄さを改めて感じ
たものです。新型コロナウイルス感染症は私たちの生
活を大きく変えました。特に学校では、子どもたちの
活動を制限することも多く、「我慢」を強いることにな
りました。大きな声で話してはいけないという指導は、
「あいさつ」さえも遠慮がちにしてしまったかもしれま
せん。このような時代において、学校の課題は様々挙
げられますが、私が強く思うことは「人と地域のつなが
りの大切さ」です。携帯電話やインターネットの普及は
多くの世界を広げた一方、人と人・心と心のつながり
が薄れてしまったようにも感じています。
　少し前は、友人の家に電話するときは誰が出るかわ
からないため、緊張しながら受話器を取り、「○○さん
はいますか？」と伝えて、ようやく話ができる。こうし
た大人との会話から自然と社会のマナーを感じ取る、
といったことが日常でした。しかし、携帯電話が普及
し、このような光景はほとんどなくなりました。SNSを
通して自分だけのコミュニティを作ったり、相手を指
定して電話ができたりするからです。近所の人から家

社会を明るくする運動 (社明運動)

第71回「社会を明るくする運動」埼玉県作文コンテストの入賞者
     小学生の部 　及び　　　　　　　　ともに入賞者なし中学生の部
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富士見市

坂戸市

鶴ヶ島市
川越市

ふじみ野市

埼玉県マスコット「コバトン」

　
「
未
成
年
者
取
消
権
」
と
は
、未
成
年
者
が
契
約
を
す
る
と
き
は
、

法
定
代
理
人（
親
権
者
又
は
未
成
年
後
見
人
）の
同
意
が
必
要
と
な

っ
て
い
ま
す
。
同
意
を
得
ず
し
て
契
約
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て

契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
は
、
18
歳
も
19
歳
も
「
未
成
年
者
取

消
権
」で
保
護
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
は
、

成
人
年
齢
が
満
20
歳
か
ら
満
18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

悪
質
業
者
に
狙
わ
れ
る
危
険
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

新
聞
報
道
に
よ
る
と
与
野
党
６
党
は
、
５
月
13
日
に
国
会
内
で

会
合
を
開
き
、「
Ａ
Ｖ
出
演
被
害
防
止
・
救
済
法
案
」
の
素
案
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
。
毎
日
新
聞
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、

「
年
齢
・
性
別
を
問
わ
ず
、
Ａ
Ｖ
公
表
後
１
年
間（
法
施
行
後
２
年

間
に
限
り
２
年
間
）は
無
条
件
に
契
約
を
解
除
で
き
る
な
ど
と
す
る

内
容
で
、
契
約
の
不
実
告
知
に
は
３
年
以
下
の
懲
役
刑
も
盛
り
込

ん
だ
。」
と
の
こ
と
で
す
。

　

成
人
年
齢
の
引
き
下
げ
に
よ
り
、
新
成
人
と
な
っ
た
18
歳
、
19

歳
が
悪
質
業
者
に
狙
わ
れ
Ａ
Ｖ
へ
の
出
演
を
強
要
さ
れ
る
な
ど
の

被
害
が
増
え
る
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
、
被
害
防
止
の
観
点
か
ら
与
野

党
が
協
議
し
て
い
ま
し
た
。
今
国
会
会
期
末
の
６
月
15
日
ま
で
に

成
立
を
目
指
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

新
法
第
４
条　
（
成
年
）年
齢
十
八
歳
を
も
っ
て
、
成
年
と
す
る
。

　

新
法
第
５
条　

�（
未
成
年
者
の
法
律
行
為
）未
成
年
者
が
法
律
行

為
を
す
る
に
は
、
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

２　

�

前
項
の
規
定
に
反
す
る
行
為
は
、
取
り
消
す
こ

と
が
で
き
る
。

表
題
『
く
ら
く
ら
』
の
意
味

　

川
越
地
区
保
護
司
会
だ
よ
り
の
タ
イ
ト
ル

『
く
ら
く
ら
』
は
、
広
報
部
会
が
提
案
し
、
理

事
会
の
承
認
を
経
て
決
定
し
ま
し
た
。

　

保
護
司
会
広
報
誌
と
も
な
る
と
、
内
容
は
ど

う
し
て
も
堅
く
な
り
、
せ
め
て
タ
イ
ト
ル
く
ら

い
は
柔
ら
か
く
と
い
う
の
が
部
会
の
総
意
で
し

た
。　

　

さ
て
、
そ
の
音
に
秘
め
た
意
味
合
い
の
第
一

は
、「
苦
楽
苦
楽
」
で
す
。

　

も
と
よ
り
保
護
司
の
仕
事
は
対
象
者
か
ら
面

接
を
す
っ
ぽ
か
さ
れ
た
り
、
こ
ち
ら
の
意
に
反

し
刑
務
所
に
引
き
戻
さ
れ
た
り
と
、
何
か
と
苦

労
が
多
い
も
の
で
す
。
そ
ん
な
中
、
対
象
者
が

更
生
し
、
職
に
も
就
い
て
く
れ
れ
ば
、

こ
れ
は
大
い
な
る
喜
び
で
あ
り
、
楽
し
み
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
を
掛
け
た
言
葉
が
「
く

ら
く
ら
」
で
す
。

　

第
二
は
「
蔵
蔵
」。
川
越
と
く
れ
ば
蔵
造
り

の
街
。
こ
の
全
国
的
イ
メ
ー
ジ
を
表
題
に
借
用

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
第
三
が
、
欲
張
り
過
ぎ

と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ク
ラ
ク
ラ

す
る
ほ
ど
の
魅
力
あ
る
広
報
誌
に
し
た
い
と
の

願
望
で
す
。

　

文
字
の
背
景
に
は
、
さ
つ
ま
芋
の
茎
、
葉
さ

ら
に
花
ま
で
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
川
越
特
産

の
さ
つ
ま
芋
の
蔓
に
、
引
っ
張
ら
れ
て
も
簡
単

に
は
切
れ
な
い
絆
の
強
さ
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も

の
で
す
。

　
　
（
光
地
英
隆
）

わがまちのわがまちの

支
部
だ
よ
り

新任 司保 発護 掘

（
創
刊
号
６
頁
か
ら
転
写
し
ま
し
た
。）

富士見支部　「富士見市の新任保護司発掘」
　富士見支部では、現在、在職者１８名で定数は２０名
ですので、２名の欠員となっています。新型コロナウイ
ルス感染拡大以前（もう３年前になりますが）は、支部
内で研修会や懇親会も活発に行われており、保護司同
士の情報交換の中で目ぼしい方が見つかると直接伺っ
て、勧誘することもできました。
　しかし、ウイズコロナ下では、非常に難しくなってい
ます。被保護者との面接すら以前のようにできなくな
っていますので。当支部の現任保護司は、幸いにも比
較的年齢が若い方が多いため、ここ数年は人員的には、
大丈夫と思われますが、高齢化は、あっという間に進行
しますので、行政とも連携しつつ、情報交換の場が、今
よりも多く設定できるよう努めてまいりたいと思いま
す。　　　　　　　　　　　� （久米原　明彦）

川越支部「川越市の新任保護司発掘」
川越支部は、総勢50名の保護司の数だが、ここ数年で
入れ替わりが懸念される。そこで支部では、６つのグル
ープに分けリーダー・副リーダーを中心に研修・保護
司の発掘に取り組んでいる。コロナ禍のため活動は控
えているが、地域ごとに６名から10名ぐらいで構成さ
れ保護司人材育成に寄与している。保護司の任期も本
人の希望に応じて78歳になる前日まで再任が可能とな
り、犯罪予防のため世論の啓発に６つのグループの意
義ある活動を促進していきたい。� （佐々木俊道）鶴ヶ島支部「鶴ヶ島市の新任保護司発掘」

　鶴ヶ島支部では、事務局の福祉政策課の方々と連携し
て進めています。現在定員15名に対して、11名の保護
司が活動しています。
　新任の発掘においても、全員が常にアンテナを高くは
り、情報を集め共有し進捗状況を確認しています。一朝
一夕にはいきませんが、ふさわしい方がいらした時には、
根気強く働きかけ、活動を理解していただき、納得して
快諾をいただくことを心がけています。新任保護司の方
の不安を少なくするために複数担当にしたり、先輩保護
司のノウハウを伝達しています。また、コロナ禍でも感
染対策をして支部独自の研修会を開催し情報共有を図
り、やりがいのある活動に取り組めるようにしています。
� （鶴ヶ島支部）

ふじみ野支部「ふじみ野市の新任保護司発掘」
　「市内の27歳の男性から保護司になりたい」と保護
観察所に連絡があり、早速、前支部長と調査に行くこと
にしました。電話をしてもメールをしてもなかなか連
絡が取れませんでした。連絡がついて分かったことは、
①アパートで一人暮らし、②休みは月曜日のみとのこ
とでした。面接して更に分かったことは、保護観察所の
研修には行けそうにないとのことでした。現在支部に
は13名の保護司しかいません。喉から手が出るほど欲
しいと思い、荒川方式でどうかと投げかけてみました
が、保護観察所からは例外中の例外ということで、新人
発掘には繋げられませんでした。　　� （大谷英二）

坂戸支部　「坂戸市の新任保護司発掘」

　坂戸市では、現在17名の保護司が活動しています。本
市の定数20名に対し、欠員は３名です。保護司の人材確
保・発掘は喫緊の大きな課題です。
　本市では「社会を明るくする運動」の強調月間である
７月に、啓発運動としてリーフレット等の配布を行うほ
か、市広報に特集記事を掲載してもらい、保護司の活動
を周知する取組を行っています。
　最近では、保護司を題材としたテレビドラマや映画等
も制作され、多くの方に活動を知ってもらう機会が増え
ていることから、機会を捉えて、新任保護司の発掘に繋
げていきたいと思います。� （長野佐七）
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�

（
以
上
　
５
月
24
日
付
）

　
　
　
久
保
田
　
正
　
己
（
ふ
じ
み
野
）

�

（
以
上
　
8
月
31
日
付
）

　
　
　
新
　
井
　
望
　
丕
（
川
越
）

�

（
以
上
　
11
月
30
日
付
）

新
任
　
小
　
髙
　
英
　
之
（
川
越
）

　
　
　
小
　
島
　
洋
　
一
（
川
越
）

�

（
以
上
　
12
月
1
日
付
）

♦�「STOP！いじめ」に関する相談は
一人で悩まず相談しましょう

よい子の電話教育相談
子 供 専 用
(18歳以下）0120-8

ハロー

6-3
さいのくに

192 ヘ
保護者専用　　　　　 048-5

こ こ ろ

56-0
お は な し

874 ヘ

♦�「非行防止」に関する相談は

非行防止相談室＝鑑別所で心理職の職
員が担当。子育てに悩む親や教師、少年自身
などの相談を一般向けに受け付けています。
相談や来所の予約は、
さ い た ま
少年鑑別所 048-862-2051 ヘ
全 国 共 通
相談ダイヤル 0570-085-085 ヘ

♦�「違法薬物？」に関する相談は
ホワイトテレホン
　 コーナー　　048-822-4970 ヘ
ヤングテレホン
　 コーナー　　048-861-1152 ヘ

♦�「犯罪被害」に関する相談は

彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
　 　 　 　 　
　 　 　 　   048-862-0001 ヘ

下記の問題については、
それぞれの相談窓口へ

♦�「薬物問題に悩むご家族の方々」は

NPO法人 埼玉ダルク家族会
048-823-3460 ヘ

◆
教
育
長
バ
ト
ン
リ
レ
ー
は
、今
回
が
最
終
回
に
な
り

ま
す
。
鶴
ヶ
島
市
の
松
井
克
彦
教
育
長
に「「
地
域
と

と
も
に
あ
る
学
校
」を
め
ざ
し
て
」と
題
し
ま
し
て
、

「
あ
い
さ
つ
の
大
切
さ
」と
、人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切

に
し
た
教
育
を
推
進
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
お

書
き
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
中
国
武
漢
で
発
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る「
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」は
な
か
な
か
収
束
の
兆
し
を
見
せ
ま

せ
ん
。令
和
４
年
５
月
30
日
時
点
の
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ

キ
ン
ズ
大
学
の
集
計
に
よ
る
と
、世
界
の
感
染
者
数
は

実
に
５
億
２
８
９
９
万
９
千
人
を
超
え
、
死
者
数
も

６
２
８
万
７
千
人
を
超
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

◆
残
念
な
が
ら
、日
本
で
は
下
げ
止
ま
り
が
づ
っ
と
続

い
て
い
ま
す
。ワ
ク
チ
ン
の
接
種
も
３
回
か
ら
４
回
へ

と
回
数
が
増
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

◆
一
刻
も
早
く「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」が
収
束
す

る
こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。

◆
ま
た
、国
連
が
ロ
シ
ア
の
拒
否
権
で
抑
止
力
を
行
使

で
き
ず
、無
力
に
見
え
ま
す
。ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
戦
争
は
長
期
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。グ
テ
ー

レ
ス
国
連
事
務
総
長
が
停
戦
に
乗
り
出
し
ま
し
た
が
、

実
現
し
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か
ら
ロ
シ
ア
軍
が
撤
退
し
、平
和
な
日

が
一
刻
も
早
く
来
る
こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。（
大

谷
英
二
）

編
集
後
記

◆「
く
ら
く
ら
第
11
号
」を
お
届
け
し
ま
す
。

◆
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
収
束
し
な
い
ば
か
り
か
、

こ
と
も
あ
ろ
う
に
平
和
の
祭
典「
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」

「
北
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」が
開
催
さ
れ
て
い
る
最
中

に
、ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
攻
め
込
み
戦
争
が
始
ま

り
ま
し
た
。武
器
を
持
た
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
一
般
市

民
が
虐
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
、「
ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
略
」で
す
。

◆
こ
の
侵
略
戦
争
で
、二
つ
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。

一
つ
は
、１
９
４
５
年
８
月
８
日
に「
日
ソ
中
立（
日
ソ

不
可
侵
）条
約
」を
一
方
的
に
破
棄
し
、
満
州
に
侵
攻

し
た
ソ
連
軍
の
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は「
乃
木
さ
ん

の
し
り
と
り
歌
」で
す
。

　
そ
れ
は
、「
陸
軍
の
乃
木
さ
ん
が
凱
旋
す
、雀
、目
白
、

ロ
シ
ヤ
、野
蛮
国
、ク
ロ
パ
ト
キ
ン
、金
の
玉
、マ
カ
ロ
ー

フ
、
ふ
ん
ど
し
締
め
た
、
高
シ
ャ
ッ
ポ（
帽
子
）、
ポ
ン

屋
売
り
、陸
軍
の
乃
木
さ
ん
が
云
々
」と
続
く
し
り
と

り
歌
で
す
。ロ
シ
ア
は
、「
人
道
回
廊
」の
約
束
を
し
て

も
一
方
的
に
反
故
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

す
。

◆「
平
和
な
日
本
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
幸
せ
と
思
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」と
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

◆
巻
頭
に
は
、川
越
市
長
川
合
善
明
さ
ん
の「
川
越
市

に
お
け
る
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」と
、富
士
見
市

長
星
野
光
弘
さ
ん
の「
わ
が
市
の
社
明
運
動
に
つ
い
て
」

と
題
し
ま
し
て
、原
稿
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
昨
年
の
参
観
研
修
・
統

一
研
修
は
中
止
と
な
り
ま
し
た
の
で
、総
会
前
の
統
一

研
修
会
の
懐
か
し
い
会
場
風
景
を
掲
載
し
ま
し
た
。

◆
駿
河
台
大
学
心
理
学
部
教
授
の
川
邉
讓
先
生
に

は
、「
環
境
犯
罪
学
へ
の
招
待
ー
環
境
作
り
で
街
を
守

る
ー
」と
題
し
ま
し
て
、保
護
司
の
活
動
で
も
あ
る「
犯

罪
予
防
活
動
」に
つ
い
て
、や
さ
し
く
解
説
し
て
下
さ

い
ま
し
た
。
先
生
は
、元
法
務
省
少
年
鑑
別
所
長
、保

護
観
察
官
・
矯
正
局
企
画
官
等
を
歴
任
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
。

川
越
地
区
保
護
司
会
活
動
報
告

専
門
部
会

・
総
務
部
会�

0
回

・
研
修
部
会�

0
回

・
犯
罪
予
防
活
動
部
会�

0
回

・
更
生
援
助
活
動
部
会�

0
回

・
広
報
部
会�

六
回

令
和
三
年
度
　
保
護
司
等
の
表
彰
者

令
和
三
年
度
　
保
護
司
等
の
表
彰
者

藍
綬
褒
章
受
賞
　
　

　
　
　
原
　
田
　
恒
　
義
（
富
士
見
）

法
務
大
臣
表
彰
　

　
　
　
伊
　
東
　
陽
　
子
（
坂
戸
）

　
　
　
岡
　
田
　
佐
智
子
（
坂
戸
）

　
　
　
田
　
邊
　
純
　
子
（
川
越
）

　
　
　
水
　
宮
　
　
恒
　
（
富
士
見
）

　
　
　
矢
　
部
　
幸
　
次
（
富
士
見
）

令
和
三
年
度
　
保
護
司
の
異
動

令
和
三
年
度
　
保
護
司
の
異
動

退
任
　
中
　
武
　
春
　
雄
（
ふ
じ
み
野
）

――広報委員――
　　　　　　守屋　裕子（川越）
　　　　　　関根みどり（川越）
副部会長　　長野　佐七（坂戸）
　　　　　　杉谷　大道（坂戸）
会　　計　　三嶋キヨミ（鶴ヶ島）
　　　　　　北堀　尚美（鶴ヶ島）
　　　　　　八子　朋弘（富士見）
　　　　　　久米原明彦（富士見）
部　会　長　　大谷　英二（ふじみ野）
　　　　　　野村　茂　（ふじみ野）

令和４年度  事業計画
５月　�第１期統一研修会・懇談会（中止）
　　　川越地区保護司会総会（書面決議）
７月　�第72回社会を明るくする運動：

各支部にて実施
９月　第２期統一研修会（鶴ヶ島市）
10月　施設参観研修（協議）
11月　第３期統一研修会（富士見市）
　　　第69回埼玉県更生保護大会
　　　　　　（戸田市文化会館）25日（金）
１月　第４期統一研修会・新年会（川越市）

わんすとっぷ

総合対応電話

令和 4年 7月 1日発行� 第 11 号（6）く ら く ら




